
留 意 事 項 説 明 書 

 

土木建築部 

都市計画・モノレール課 

 

 

参加表明書を提出する際には下記事項について留意すること 

 

 

記 

 

１.公告２.⑵ア 企業に関する要件について、業務成績が６０点以上であることを証明す

るため、業務成績評定通知書等を添付すること。ただし、業務成績評定制度のない発注機

関における業務成績はこの限りではない。 

 

２. 公告２.⑵イ(ァ)配置予定技術者（管理技術者）の資格要件について、［2］を選択する

場合の留意点 

 

[2]技術士（建設部門：都市及び地方計画）の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。 

（当該で平成 13 年度以降に試験に合格し、技術士法による登録を行っている場合には、７年以

上の実務経験を有し、かつ本業務に該当する部門（技術士制度における技術部門で建設部門）に

４年以上従事している者。） 

  

 下線部は技術士資格取得後の年数である。詳しくは別記様式－６の記入要領を参照する

こと。なお、［2］技術士（建設部門：都市及び地方計画）を選択した場合は、記入要領５

及び６に示す特例措置は受けられないので留意すること。 

 

 以上 

 


